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第１章  総  則 

 

第 1条（適用範囲） 

関川村(以下「発注者」という。)が発注する「令和６年度 関川村洪水ハザードマップ作成業

務委託」(以下「本業務」という。)に適用し、本業務を実施するにあたり受注者が順守する事項

を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

第２条（業務目的） 

近年、「想定し得る最大規模の降雨」に対応した洪水浸水想定区域を指定する河川以外におい

て、河川氾濫による浸水被害が発生しており、地域住民等への水害リスク空白域における適切

な情報提供が課題となっている。 

このような背景と主旨から令和３年７月に水防法が改正され、洪水浸水想定区域の指定対象

が、住家等の防御対象が存在する河川流域（小規模河川）に拡大となった。 

本業務は、改正水防法による小規模河川の氾濫推定図の追加指定に基づき、新たに地域住民

等の避難対策を検討し、過年度に住民配布している各種ハザードマップとの整合性を踏まえ、地

図上にわかりやすく表示、解説する「洪水ハザードマップ」の作成を行うものである。 

尚、住民等が主体的且つ的確な避難行動を選択できるように実践的なハザードマップを作成し、

マップの普及と利活用を図ることにより、住民等の危機管理意識の向上や円滑で迅速な情報伝

達・避難体制の確立に資することを目的とする。 

 

第３条（準拠法令等） 

本業務を実施するにあたり、本仕様書、契約事項、並びに下記の関係法令、諸計画、通達、ガ

イドライン等に準拠して実施するものとする。 

１．災害対策基本法、水防法、河川法、砂防法、測量法 

２．土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

３．農業用ため池の管理及び保全に関する法律 

４．防災重点ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 

５．防災基本計画（中央防災会議）、新潟県地域防災計画及び水防計画、関川村地域防災計画 

６．水害ハザードマップ作成の手引き（令和５年５月 国土交通省） 

７．土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン（令和２年１０月 国土交通省） 

８．ため池ハザードマップ作成の手引き（平成２５年５月 農林水産省） 

９．小規模河川の氾濫推定図作成の手引き（令和２年６月 国土交通省） 

10．避難情報に関するガイドライン（令和４年９月 内閣府） 

11．水害からの広域避難に関する基本的な考え方（令和３年５月 内閣府） 

12．指定緊急避難場所の指定に関する手引き（平成２９年３月 内閣府） 

13．避難所運営ガイドライン（令和４年４月 内閣府） 

14．避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和３年５月 内閣府） 

15．避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針（令和４年４月 内閣府） 

16．市町村のための水害対応の手引き（令和５年５月 内閣府） 

17．新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の住民避難と避難所運営の取組について 

（令和２年５月 新潟県） 

18．タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初版）（平成２８年８月 国土交通省） 

19．マイ・タイムラインガイド（Ｖｅｒ１．０） 

（令和２年６月 マイタイムライン実践ポイントブック検討会） 

20．荒川大規模氾濫に関する減災対策協議会方針 

21．関川村個人情報保護条例 

22．関川村財務規則 

23．その他関係法令・規則・通達等 
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第４条（疑義の協議） 

本業務の業務委託契約書並びに本仕様書の各事項について、疑義または定めのない事項が生

じた場合は、協議の上、発注者の指示に従うものとする。 

 

第５条（権利・義務の譲渡等） 

受注者は、契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。 

 

第６条（業務計画書） 

受注者は、契約締結後、速やかに業務計画書を提出し、発注者の承認を得なければならない。

業務計画書には、契約図書や関係法令・各種ガイドライン、マニュアル等に基づき、本業務の

円滑且つ効果的な検討手法を記載するものとし、その内容に発注者の指摘があった場合、訂正

して業務計画書を再提出しなければならない。 

尚、受注者は、業務計画書の変更が必要となった場合は、理由を明確にしたうえ、その都度

発注者に変更計画書を提出しなければならない。 

 

第７条（業務の変更等） 

本業務遂行中において仕様内容の変更や発注数量の増減、工期の変更等が必要となる場合は、

協議により変更内容を定めるものとする。 

 

第８条 （配置予定技術者） 

受注者は、本業務を遂行する上で技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者を定

め、契約締結後速やかに発注者に届出るものとする。 

１．管理技術者 

技術士法施行規則に規定する技術部門のうち「建設部門」の選択科目における「河川・砂防

及び海岸部門」の技術士の資格、又は一般社団法人 建設コンサルタンツ協会が定めるシビル

コンサルティングマネージャー（ＲＣＣＭ）登録規則に規定する専門技術部門のうちＲＣＣＭ

「河川・砂防及び海岸部門」の資格を有していること。 

２．照査技術者 

管理技術者の資格要件と同等とする。ただし、照査技術者は、管理技術者と兼ねることはで

きない。 

３．担当技術者 

適正に業務を実施するために担当技術者を定めることができる。ただし、担当技術者は、管

理技術者・照査技術者と兼ねることはできない。 

 

第９条（提出書類） 

本業務を履行するにあたり、受注者は、次の書類を発注者に提出し承認を得るものとし、こ

れらを変更しようとする場合も同様とする。 

１．業務計画書  

２．業務着手届 

３．業務工程表  

４．管理技術者届・照査技術者届・担当技術者届 

５．管理技術者・照査技術者の資格者証（前条で定める資格及び業務経歴書） 

６．その他、発注者が必要と認めた書類 

 

 

第１０条（関係官公署との折衝） 

受注者は、業務遂行中に、関係者又は関係官公署と折衝を必要する事項が生じた場合は、発

注者に申し出て指示を受けるものとする。 
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第１１条（現地立入） 

受注者は、本業務を履行するにあたり、公有地・私有地の土地に立ち入る必要がある場合は、

あらかじめ発注者及び土地所有者等の了解を得て、関係者と緊密かつ十分な調整を行い、円滑

な作業を行わなければならない。 

また、現地への立ち入りの際は、発注者が発行する身分証明書（腕章）を携帯し、関係者の要

求がある時には、速やかにこれを提示するものとする。 

 

第１２条（事故の防止） 

受注者は、本業務において、交通阻害、諸事故、紛争等を未然に防止する安全対策を講じ、

十分注意して業務を遂行するものとする。 

 

第１３条（事故の報告） 

業務遂行中において万一諸事故が発生した場合は、遅滞なく発注者に発生原因、経過、被害

内容等を報告し、対処方法について発注者の指示を受けなければならない。 

 

第１４条（損害賠償） 

受注者は、業務遂行中に発注者及び第三者に与えた損害並びに第三者から受けた損害につい

て、受注者の責任において対処し、その費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、

発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 

第１５条（貸与資料） 

本業務を履行するにあたり、必要な資料を貸与するものとするが、借用の際は、受渡状況を

明記した借用書を提出し、承認を得るものとする。 

尚、関係機関に照会する必要がある資料については、受注者は、収集資料の名称・内容等を

提示し、発注者が収集する。 

 

第１６条（守秘義務及び情報管理） 

１．受注者は、本業務の遂行上知り得た事項については、本契約期間中並びに終了後も第三

者へ提供、漏洩してはならない。 

２．受注者は、業務上収集した情報について、その重要性を認識し、良識ある判断に基づき

資料の破損、紛失、盗難等の事故がないように取り扱うものとする。 

３．受注者は、業務上収集した情報を発注者の許可なく複写及び加工、外部への持ち出し、

並びに目的外使用してはならない。 

 

第１７条（個人情報の保護） 

受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、本業務の履行による個人情報の取り扱いにあた

っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき

損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置や対策を実施しなければならな

い。 

 

第１８条（進捗状況の報告） 

本業務を履行するにあたり、業務の進捗状況を定期的に発注者に報告するものとする。 

 

第１９条（履行期限） 

本業務の履行期限は、契約の締結日から令和７年３月３１日までとする。尚、工期途中で成

果品の一部提出を発注者より求められた場合は、これに応じなければならない。 
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第２章 業務実施要領 

 

第２０条（想定する災害） 

想定する災害は、河川の氾濫による水害とし、河川管理者（新潟県）が実施した浸水想定調査

結果による浸水想定区域等に基づき、本業務を実施するものとする。 

ただし、令和３年作成の関川村洪水ハザードマップ（荒川・大石川浸水想定等）及び昭和４２

年羽越豪雨・令和４年新潟北部豪雨における水害実績等の表示もあわせて検討する。 

※対象河川は【別紙１】「洪水ハザードマップ 対象河川一覧」のとおり 

 

第２１条（業務実施範囲） 

本業務の実施範囲は、関川村１７地域を対象とする。 

※対象地域は【別紙２】「洪水ハザードマップ 対象地域図郭割（案）」のとおり 

 

第２２条（ハザードマップの基本仕様） 

ハザードマップの基本仕様は、下表に基づき検討するものとし、地図に反映される項目は全

てレイヤー別に地理情報システム「ＧＩＳ」データで整理するものとする。 

ただし、業務の検討過程や協議等により本仕様は変更する場合があるものとする。 

種  別 形 式 及 び 仕 様 

災害リスク情報 

○洪水浸水想定区域図データ（県提供：Ｓｈａｐｅ形式） 

○土砂災害警戒区域等データ（県・村提供：Ｓｈａｐｅ形式）【参考】 

〇ため池浸水想定区域等データ（県・村提供：Ｓｈａｐｅ形式）【参考】 

○過年度ハザードマップ・他の災害想定・水害履歴等（村提供：各種形式）【参考】 

基図の候補 

○村が所有する地形図（マイラー形式）縮尺１／５，０００～ 

○村が所有する航空写真図（正射投影写真図：ＴＩＦF 形式） 

○国土地理院基盤地図情報 基本項目・数値標高モデル（ＪＰＧＩＳ形式） 

縮尺１／２５，０００～ 

※経年変化による主要道路・公共施設・その他施設等の軽微な修正を行う 

※採用する基図は業務時に検討する 

※浸水域の状況等により他の自治体地形図を利用する場合あり 

※民間企業が著作権等を保有する商用目的とした地図の使用は認めない 

表示縮尺・図割 
○図割：浸水想定及び地域単位に基づき業務時に検討する 

○縮尺：図割単位により適時調整する 

ハザードマップ 

規格・構成 

 関川村 小規模河川 洪水ハザードマップ（仮称）  

○構成  １７種（１７地域） 

○部数  ２,５５０部（１７種×各１５０部） 

…各種の部数割当ては総部数内で変更する場合がある 

○判型  Ａ２判 

○製本  Ａ４折 

○材質  マットコート紙５７．５kg相当 

○印刷  オフセット地図多色印刷 

○刷色  片面カラー、色数４色以上 

○校正  ３回程度（内容校正２回、色校正１回を想定） 

○仕分  簡易梱包（地区配布単位） 

留意事項 
○本業務においてマップの印刷作業は実施しない 

○原案データは、全種レイアウトの調整あり 

 

第２３条（水害リスクの配色基準） 



   5 

ハザードマップの基礎となる水害リスク（浸水深階級表示）については、「水害ハザードマッ

プ作成の手引き」に基づき、以下の配色（ＲＧＢカラーモデル）を標準として調整を図るものと

するが、必要に応じて浸水深階級を詳細に区分する場合があるものとする。 

また、土砂災害の危険性を併記する場合、表示する土砂災害警戒区域・特別警戒区域の配色

等は、重要な水害リスクを明瞭に確認できるように表現方法とあわせて検討する。 

浸水深の階級 ＲＧＢ（標準） 

２０.０ｍ～ ２２０,１２２,２２０ 

１０.０ｍ～２０.０ｍ ２４２,１３３,２０１ 

５．０ｍ～１０.０ｍ ２５５,１４５,１４５ 

３．０ｍ～５．０ｍ ２５５,１８３,１８３ 

０．５ｍ～３．０ｍ ２５５,２１６,１９２ 

～０．５ｍ ２４７,２４５,１６９ 

 

第２４条（業務概要及び項目） 

本業務の概要及び項目は、下記の通りとする。 

１．計画準備・資料収集      １式 

２．基本事項の検討       １式 

３．基図作成        １式 

４．浸水情報の点検及び検証      １式 

５．避難情報の検証       １式 

６．ハザードマップの原案作成      １式 

７．報告書作成       １式 

８．打合せ協議       １式 

 

第２５条（業務内容） 

本業務を実施する上で、それぞれの業務項目において、特に必要な指示・要領を下記に示す

ものとする。 

１．計画準備・資料収集 

（１）計画準備 

本業務を実施するにあたり、受注者は国の防災基本計画、新潟県・関川村地域防災計

画及び水害対策における法令・諸計画等の見直し事項を充分に把握した上で、新潟県の浸

水想定調査結果に基づき、水害特性や社会特性といった対象地域の実情に合わせた最適

な作業手順や基本方針を検討し、業務計画書を作成するものとする。 

尚、ハザードマップに関連する最新のマニュアル・ガイドライン等に則して本業務を

実施するが、水害対策に関する国・新潟県の新たな方針や動向に注視して、適時整合性を

確認するものとする。 

 

（２）資料収集 

本業務において必要な浸水想定調査資料、各種過年度ハザードマップや他の危険箇所

情報、地形及び施設・設備情報、防災計画・水防計画や避難関連情報、学習啓発情報など

の関係資料を収集し、調査検討項目毎に整理する。 

尚、資料収集にあたっては、受注者は収集予定リストを事前に作成し、発注者と調整

を図るものとする。ただし、関係機関との調整が必要な資料については、協議の上、発

注者の指示を受けて収集を行うものとする。 

 

２．基本事項の検討 

（１）基本事項の検討 

ハザードマップ作成において、本村の水害特性（地域の各水害リスク・河川の氾濫形

態・水害実績・地形的要因等）や社会特性（コミュニティの状況・避難に関する現状等）
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を考慮して、以下に示す基本的な条件設定を行うものとする。 

①地図作成範囲（表示区域）の検討 

地図作成範囲は、浸水想定区域や水害実績等の範囲の他、地形状況、避難の検討上の

観点（行政区・コミュニティ単位・指定避難所等や主要な避難路等）を考慮して設定を行

う。尚、浸水が想定される区域が隣接市町村と連続している場合は、市町村境から外側

のある程度の範囲についても浸水情報を表示する。 

 

②基図の選定及び地図縮尺・作成形式の検討 

収集された基図候補（各種地形図・写真地図等）から、ハザードマップの地図作成範囲

を包括し、且つ、地形・地物の経年変化が少ないものを選定する。地図の縮尺は、家屋を

戸々に識別し、住民自身で避難路を検討できる程度の表示縮尺が望ましいが、浸水域が広

域に及ぶような場合は、地図の表示区域やハザードマップの作成形式を考慮した上で、最

適な縮尺を検討する。 

尚、ハザードマップの作成形式は、Ａ２判片面Ａ４折（ポスター形式）を基本とし、地

図の表示区域、表示縮尺、住民等が利活用するシチュエーションや記載情報量等を踏ま

えて、必要に応じて形式・規格・数量の調整を行う場合もある。また、官公庁の地形図の

利用に関しては、以下の点に留意するものとする。 

※地方自治体の地形図（公共測量成果）を基図として利用する場合、測量法第４３条又

は第４４条の規定により測量計画機関の複製又は使用の承認の手続きを受けるもの

とする。 

※国土地理院の地形図（基盤地図情報等）を基図として利用する場合、測量法第２９条

又は第３０条の規定により国土地理院長の複製又は使用の承認の手続きを受けるも

のとする。 

 

３．基図の作成 

基本事項の検討結果を踏まえ、ハザードマップに用いる最適な図面規格や図郭（地域割）、見

易さなどを考慮して、地図のレイヤー調整や切り出し・接合等により検討用基図を作成する。 

尚、浸水域が隣接市町村にまたがる場合や広域的な避難の可能性がある場合等については、

設定した地図作成範囲（表示区域）に基づき、必要に応じて周辺の状況を把握できるように隣

接市町村の地形図等を接合し、村域の外側と連続した基図や国土地理院地形図による広域図を

作成する。 

また、基図上の地形・地物の経年変化状況を確認し、必要に応じてマップのシンボルとな

る主要施設や幹線道路等の構造物を対象に基図の簡易修正を実施するものとする。 

 

４．浸水情報の点検及び検証 

浸水情報の点検及び検証は、収集した浸水想定区域等データの点検や本村に対する水害リ

スクの検証を行い、ハザードマップを検討する上で必要な記載情報を整理し、今後の避難対

策に活用できる基礎資料として取りまとめるものとする。 

（１）浸水情報の整理 

①洪水浸水想定調査結果の整理 

新潟県が調査した洪水の浸水想定調査結果（氾濫推定図等）の収集データに基づき、ハ

ザードマップ作成の対象地域について検討項目ごとに整理する。 

【主要な項目】 

想定条件（水害シナリオ）、降雨規模、確率年（最大規模） 

浸水域、浸水深、氾濫危険箇所や重要水防箇所 等 

 

②水害特性の把握 

各河川の浸水想定の他、過年度の各種ハザードマップ、内水浸水想定、水害実績（文

献・記録資料）、土砂災害警戒区域、ため池浸水想定区域等に基づき、豪雨時における地

域の水害リスクを把握する。 
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③水位観測所等の整理 

水位観測所及びＣＣＴＶ（ライブカメラ）の位置・名称等を把握し、その地点等を基図

上に整理するものとし、浸水地域に関係する水位観測所等が村内に存在しない場合は、

必要に応じて広域図にて位置関係が把握できる資料を作成する。 

また、排水ポンプの停止による浸水域拡大の影響が懸念される場合、必要に応じて排

水ポンプ場の位置・名称や排水区域等についても整理する。 

 

（２）浸水想定区域図の点検・検証 

①浸水想定ＧＩＳデータの点検・検証 

浸水想定調査結果における解析メッシュ単位の各種ＧＩＳデータ（浸水深等）を基図上

に展開し、現況地形との整合性の点検・検証を行う。尚、解析データにおいて、地形と

の不整合箇所が確認できる場合やシミュレーション時のエラーデータと推測できる場合

は、必要に応じて河川管理者と協議し、調整方法を検討するものとする。 

 

②浸水想定区域図の作成（ハザードマップの地図上に記載する水害リスク情報） 

点検・検証後の浸水深データに基づき、検討用基図上に浸水深階級を「第２３条（水害

リスクの配色基準）」の分類にて表示した最大規模の浸水想定区域図を作成する。尚、各

河川の浸水想定区域図の他、全河川（荒川・大石川を含む）の最大浸水深を重合した浸水

想定区域図をあわせて作成し、ハザードマップ上に表示する水害リスクの基礎資料とす

る。 

 

５．避難情報の検証 

避難情報の検証は、住民等が安全かつ迅速に確実な避難ができるように、地域の避難場所

（施設）の検証や最適な避難手段・対応を精査し、ハザードマップを検討する上で必要な記載

情報を整理する。 

また、避難情報の検証過程において、想定される水害に対して見込まれる防災上の課題等

を抽出し、今後の地域防災計画の見直し事項や新たな避難対策に向けた参考資料として取り

まとめる。 

（１）避難関連情報の把握 

関川村地域防災計画及び現行の防災体制、国・新潟県の防災計画等に関する見直し状

況を確認するとともに、指定緊急避難場所及び指定避難所（施設構造、階層、使用可能床

面積、収容人員、通信施設や物資備蓄状況、長期収容の可否等）や防災関係機関（役場、

警察、消防、病院等）、啓発情報（各種水害関連ハザードマップや洪水関連標識等）、防

災行動計画（タイムライン）、避難情報（高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保等）の発

令基準や防災気象情報（警報や注意報等）の情報入手・伝達手段（防災行政無線や広報車

の配備状況、Ｊ-ＡＬＥＲＴ、テレビ、ラジオ、メール等の各種手段の運用状況等）等に

ついて現状を把握し、ハザードマップの検討に有効な避難関連情報をとりまとめる。 

 

（２）社会特性の把握 

自治会・町内会、自主防災組織、学校区等のコミュニティ構成や公民館等の地域コミ

ュニティ施設、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設、その他主として防災

上配慮を要する者が利用する施設）の状況を整理する。 

 

（３）要避難地域の設定 

浸水が想定される区域や浸水の恐れがある区域を要避難区域とし、地区界（大字・町丁

目等）、学校区界（小学校・中学校区）等のコミュニティ単位で避難地区を整理し、指定

避難所等の位置関係や河川界等を勘案して要避難地域を設定する。 

尚、地域の状況により、浸水が予想される区域には含まれないが、浸水や土砂災害に
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よる道路閉鎖等に伴い、孤立するおそれがある地区を要避難地域に含める等の検討を加

えるものとする。 

 

（４）避難時危険箇所等の抽出 

避難場所への経路上において、次の事項等に該当する箇所を避難時の危険箇所として

基図上に整理し、危険箇所資料を作成する。尚、避難時危険箇所に基づき、ハザードマッ

プ上の主要避難路や避難方向、避難時の注意点等に関する記載情報を検討する。 

①浸水想定区域図により通行不能が予想される箇所 

②過去の水害実績や内水氾濫常襲箇所（災害履歴・内水浸水想定等） 

③土砂災害警戒区域等や土砂災害発生箇所（指定公示図書・災害履歴等） 

④防災重点ため池やその浸水想定区域 

⑤道路冠水箇所（アンダーパス）、地下空間、橋梁（河川横断箇所） 

⑥その他、避難時に危険と想定される箇所 

 

（５）浸水想定区域内の施設等の抽出 

浸水想定区域・土砂災害警戒区域等、ため池浸水想定区域に含まれる指定避難所、公共

施設や防災関連施設、要配慮者利用施設、観光施設、大規模工場、地下空間等を抽出し、

施設名称や位置、構造等の概要、浸水するおそれのある階層等を整理する。 

 

６．ハザードマップの原案作成 

具体的な表示、表現方法及び記載内容について、各種検証した項目を踏まえ上、ハザードマ

ップ原案を作成するものとする。 

（１）記載事項の検討 

①過年度の関係ハザードマップとの整合性の検討 

既に住民周知を行っている水害関連ハザードマップ【「洪水ハザードマップ（令和３年度

版）」「土砂災害ハザードマップ（令和元年・２年度版）」等】の印刷物との整合性が図られ

るように、新たなハザードマップのレイアウト・解説文等の構成案を検討する。 

 

②記載事項の検討 

住民等が主体的に迅速かつ的確な避難行動を選択できるよう、マップを利活用するシ

チュエーション（平時・緊急時）を踏まえ、「水害ハザードマップ作成の手引き」に基づ

く「地図面」「情報学習編」に必要な記載項目や地域特性上必要と思われる特記事項につい

て住民等（受け手）の立場に立って検討し、記載事項を整理する。 

尚、受注者は、具体的な表示・表現方法及び記載内容について、ユニバーサルデザイ

ンの考え方（地図の線種、色の明度差・組み合わせ等の表現方法、適切なテキスト量、フ

ォントサイズ）、地域における水害特性を勘案して複数災害の取扱い（各災害リスクの重合

や個別表示、地図レイヤーの順序等）の検証結果を踏まえ、ハザードマップ構成案を提示

し、発注者へ助言・提案等を行うものとする。 

※記載検討項目は【別紙３】「洪水ハザードマップ 主要な記載項目（案）」のとおり 

 

（２）ハザードマップ原案作成 

ハザードマップの原案作成は、「第２２条（ハザードマップの基本仕様）」のとおりとし、

以下の原案データ、ＷＥＢ配信用、ＧＩＳデータを各種作成するものとする。 

①ハザードマップ原案データ作成 

住民等にとって見易くて理解しやすい表現・表示内容となるように創意工夫し、記載

事項の検討内容を踏まえ、マップのレイアウト・デザイン・イラスト・図表・地図注記等

の制作を行い、原案データを作成するものとする。 

 

②ハザードマップＷＥＢ配信用データ作成 

インターネットによるホームページからの閲覧手法を検討し、ハザードマップの解説
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や注意事項等を添えた公開用データ（画像データ等）を作成する。 

尚、マップの画像データはＰＤＦ形式とし、一般家庭でのダウンロードや印刷・閲覧

等を考慮してファイル容量を調整するものとする。 

 

③ハザードマップＧＩＳデータ作成 

地理情報システム（ＧＩＳ）による運用を考慮し、ハザードマップに記載する地図レイ

ヤーや検討用地図データ等について、各種ＧＩＳデータとして納品用データファイルを

作成する。尚、ＧＩＳデータはＳｈａｐｅ形式とし、適切な運用ができるように併せて

データ定義書を整理するものとする。 

 

（３）関係者等の反映及び校正作業 

ハザードマップの作成にあたって、庁内外を含め関係者等からの意見を反映させるもの

とし、確認資料作成やハザードマップへの必要な訂正等を行うものとする。 

尚、浸水想定や水害対策に関して確認事項がある場合は、必要に応じて関係機関（河川

管理者）への意見照会を行い、得られた助言等を整理して同様な訂正等を行うものとする。 

また、協議・検討過程においては、随時校正用資料を作成し、発注者・受注者双方にて

点検・修正を行うものとする。 

 

７．報告書作成 

本業務において、避難に関する調査検討事項及び協議事項、ハザードマップ原案等の資料を

整理し、国、新潟県の水害に対する対策や動向を踏まえた避難に関する課題点や対応方針等を

とりまとめて業務報告書を作成する。 

尚、本報告書に、必要なデータ類を格納した電子媒体を添付するものとする。 

 

８．打合せ協議 

本業務の打合せは、主に業務着手時、中間成果報告時、成果納品時に実施し、必要に応じて

発注者が要請する場合は随時対応を行うものとする。また、打合せ後は速やかに議事録を作成

し、打合せ内容の相互確認を行う。 

尚、発注者から打合せ又は報告、検討資料の提供を求められた場合、直ちに打合せ対応を行

うものとする。 

 

第２６条 ハザードマップの印刷 

ハザードマップの印刷は、校正後、甲にて最終承認されたハザードマップ原案（印刷用原稿）

について「第２２条（ハザードマップの基本仕様）」による印刷規格及び部数に基づき印刷作業

を実施するものとする。 

尚、発注者と受注者の協議により、印刷規格及び部数を事業費内で変更する場合もある。 
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第３章 成果品 

 

第２７条（成果品の検査） 

受注者は、業務の各工程完了時に管理技術者による作業の点検及び検査を実施するものとす

る。尚、全工程完了後、その成果について発注者の検査を受け、誤り、不備、不明箇所等が発

見された場合は直ちに訂正を行うものとする。尚、発注者が必要と認めた場合は、適時、中間

検査を受けるものとする。 

 

第２８条（契約不適合責任） 

発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである

ときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することが

できる。また、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完

がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 

ただし、引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生

じたものであるときは、その限りではない。 

 

第２９条（成果品の帰属） 

本業務で納入された成果品の著作権・所有権等の諸権利は、すべて発注者に帰属するものと

し、受注者は発注者の許可なく外部に貸与、使用又は公表することを禁ずる。ただし、本業務

に係る成果品に使用又は包括されている著作物で、受注者が本業務の契約締結以前から有して

いたか、又は本業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受注者に留

保され、その使用権、改変権を発注者に承諾するものとし、発注者はこれを本業務の成果品の

運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。 

 

第３０条（成果品の保管） 

発注者が認める範囲において受注者による成果品の保管が必要な場合、それらを明記した保

管証を提出し、承認された成果品について責任をもって保管するものする。尚、本業務履行後

においても、発注者は受注者に対して保管成果品の提出を要求することがある。 

 

第３１条（成果品） 

本業務の成果品として下記の品目を納入するものとし、発注者は、必要に応じて業務途中に中

間成果品の提出を求めることができる。また、印刷物は、「第２２条（ハザードマップの基本仕

様）」に基づく内容を標準とし、納入方法（搬入・仕分け等）は、発注者によるマップ原案の最終

承認後に調整を行うこととする。尚、搬入の際、印刷物を傷つけないように十分注意すること。 

１．中間報告成果品 

（１）協議検討資料・校正資料及び電子データ（検討図書、マップ各種素案等） １式 

（２）打合せ記録簿        １式 

２．納品成果品 

（１）ハザードマップ 原案見本（Ａ２判カラー片面）    １式 

（２）ハザードマップ 印刷用原稿データ（高解像度版ＰＤＦ形式）  １式 

（３）ハザードマップ ＷＥＢ配信用データ（低解像度版ＰＤＦ形式）  １式 

（４）ハザードマップ ＧＩＳデータ（Ｓｈａｐｅ形式、データ定義書を含む） １式 

（５）ハザードマップ 印刷物（１７地域）      計２，５５０部 

（６）各種調査検討資料及び図面類      １式 

（７）報告書（Ａ４判製本、電子データ類格納）    １部 

（８）その他、協議の上、必要と認められるもの    １式 

 

第３２条（成果品の納入先） 

本業務の成果品納入先は、関川村役場 総務課とする。 
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【別紙１】洪水ハザードマップ 対象河川一覧 

【対象河川一覧（小規模河川）】 

Ｎｏ 水系名 対象河川 指定区分 

１ 荒川水系  鍬江沢川 － 

２ 荒川水系 下鍬江沢川 － 

３ 荒川水系 幾地川 － 

４ 荒川水系 西山川 － 

５ 荒川水系 女川  － 

６ 荒川水系 桂川 － 

７ 荒川水系 太田沢川  － 

８ 荒川水系 赤沢川  － 

９ 荒川水系 藤沢川  － 

10 荒川水系 中東川  － 

11 荒川水系 前川 － 

12 荒川水系 堤沢川  － 

13 荒川水系 赤谷川  － 

14 荒川水系 吹ノ沢川  

15 荒川水系 湯蔵川  － 

16 荒川水系 大溝川  － 

17 荒川水系 大石小川  － 

18 荒川水系 小川  － 

19 荒川水系 沼川  － 

20 荒川水系 中の沢川  － 

計１水系 計２０河川  

※上記の２０河川は、ハザードマップ作成対象河川である。 

 

 

【過年度洪水ハザードマップ河川一覧（参考）】 

Ｎｏ 水系名 対象河川名 指定区分 

１ 荒川水系 荒川（直轄・県管轄区間） 洪水予報・水位周知 

２ 荒川水系 大石川 － 

計１水系 計２河川  

※上記の２河川は、ハザードマップ作成対象河川ではないが、本業務の検討の参考とする。 
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【別紙２】洪水ハザードマップ 対象地区 図郭割（案） 

Ｎｏ マップ名 対象地区 マップ縮尺 

１ 鍬江沢川水系_下流側 霧出地区１ 1/5,000 

２ 鍬江沢川水系_上流側 霧出地区２ 1/5,000 

３ 女川水系１ 高田・桂地区 1/4,000 

４ 女川水系２ 上野原・深沢・朴坂地区 1/4,000 

５ 女川水系３ 宮前・南中・蛇喰・上新保地区 1/4,000 

６ 女川水系４ 小和田・蕨野地区 1/4,000 

７ 女川水系５ 中束地区 1/4,000 

８ 女川水系６ 田麦千刈地区 1/2,500 

９ 前川 川北地区 1/3,500 

１０ 堤沢川・赤谷川 四ヶ字地区 1/5,000 

１１ 吹ノ沢川 小見・上野山地区 1/2,500 

１２ 湯蔵川 湯沢地区 1/2,500 

１３ 大溝川 安角地区 1/2,500 

１４ 大石小川 大石地区 1/2,500 

１５ 小川 金俣地区 1/2,500 

１６ 沼川 片貝・沼地区 1/4,000 

１７ 中の沢川 金丸地区 1/3,000 

※別添の「洪水ハザードマップ図郭割検討図（案）」を参照のこと。 

※最小縮尺を 1/5,000とし、集落単位（複数集落もあり）にて設定する。 

※表は、図郭割（案）であり、本業務の検討時において変更・調整する場合がある。 
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【別紙３】洪水ハザードマップ 主要な記載項目（案） 

区分 主な記載項目 

地
図
面
の
記
載
事
項 

想定最大規模の水害に係る浸水想定区域と浸水深※〈標準〉 

土砂災害警戒区域等〈標準〉 

早期の立ち退き避難が必要な区域〈標準〉 

避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項※〈標準〉 

地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等※〈標準〉 

水位観測所等の位置（ＣＣＴＶを含む）〈標準〉 

浸水到達時間、浸水継続時間が長い区域〈推奨〉 

地盤高〈推奨〉 

排水ポンプ場〈推奨〉 

防災関係機関（役場、警察、消防、病院）〈推奨〉 

防災備蓄倉庫、水防倉庫〈推奨〉 

情
報
・
学
習
編
の
記
載
事
項 

避
難
活
用
情
報 

洪水予報等、避難情報等の伝達方法（プッシュ型の情報）※〈標準〉 

水害時に得られる情報とその受信や取得の方法（プル型の情報）※〈標準〉 

避難情報等に関する解説と留意事項〈標準〉 

浸水が想定される区域における避難行動の解説と留意事項〈標準〉 

避難場所等の一覧〈標準〉 

避難訓練の実施に関する事項※〈標準〉 

水害シナリオ〈標準〉 

（外力条件などの設定条件、災害イメージの固定化に関する注意喚起等） 

他のハザードマップ作成状況に関する事項※〈標準〉 

浸水継続時間が長い区域についての解説と留意事項〈推奨〉 

排水ポンプ場の情報〈推奨〉 

地下街等に関する情報〈推奨〉 

防災関係機関一覧表（名称、電話番号等）〈推奨〉 

防災備蓄倉庫（名称、備品項目、数量等）〈推奨〉 

災
害
学
習
情
報 

水害に備えた事前の心構え（被害を抑える自衛策等）〈標準〉 

既往水害に関する情報（過去の浸水実績など）〈標準〉 

水害発生時における避難の心得（避難時の留意事項等）〈推奨〉 

水害発生メカニズム、地形と氾濫形態、被害特性〈推奨〉 

気象警報等に関する事項〈推奨〉 

施設の役割、整備状況、整備計画〈推奨〉 

安否確認情報（伝言サービス）〈推奨〉 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

他言語の表記〈英語：標準〉〈その他言語：推奨〉 

作成時の注意事項（情報量・住民等からの意見の反映・色彩等に関する配慮）〈推奨〉 

作成主体（作成年月日、作成担当課等） 

マップの名称、目的、見方、索引図、防災メモ、使用上の注意 

地図注記（縮尺・方位、凡例、国土地理院承認番号等） 

その他、本村が有する特別な事項（協議による） 

〈標準〉：基本的に検討するもの、〈推奨〉：必要に応じて検討するもの 

※水防法で記載が義務付けられている事項 


